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ポ
イ
ン
ト

・
事
業
再
編
計
画
ま
た
は
特
別
事
業
再
編

計
画
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、会

社
法
上
の
株
式
等
売
渡
請
求
に
係
る
議

決
権
保
有
要
件
に
つ
い
て
、対
象
会
社
の

発
行
済
株
式
総
数
の
３
分
の
２
で
足
り

る
と
す
る
旨
の
規
定
が
改
正
産
強
法
に

創
設
さ
れ
た

最
後
に
、
株
式
等
売
渡
請
求
制
度
を
用

い
た
ス
ク
イ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト
に
関
し
て
改

正
産
強
法
で
創
設
さ
れ
た
会
社
法
の
特
例

を
簡
単
に
概
観
す
る
。

平
成
26
年
会
社
法
改
正
に
よ
り
、
特
別

支
配
株
主
、
す
な
わ
ち
対
象
会
社
の
総
議

決
権
の
90
％
以
上
を
保
有
す
る
者
が
、
対

象
会
社
の
株
主
総
会
を
経
ず
に
ス
ク
イ
ー

ズ
・
ア
ウ
ト
を
実
現
で
き
る
制
度
で
あ
る

株
式
等
売
渡
請
求
制
度
が
認
め
ら
れ
た
が

（
会
179
条
以
下
）、
以
下
の
と
お
り
、
改
正

産
強
法
の
も
と
で
は
、
事
業
再
編
計
画
ま

た
は
特
別
事
業
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け

る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
議
決
権
保
有
要
件

が
緩
和
さ
れ
る
と
と
も
に
、
売
渡
請
求
の

対
象
と
な
る
株
主
に
つ
い
て
も
特
例
的
な

取
扱
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、改
正
産
強
法
の
も
と
で
は
、

認
定
事
業
者
は
対
象
会
社
の
総
議
決
権
の

３
分
の
２
を
保
有
し
て
い
れ
ば
、
株
式
等

売
渡
請
求
制
度
を
利
用
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
た（
改
正
産
強
法
30
⑤
）。
ま
た
、
議
決

権
保
有
要
件
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
事
業

再
編
計
画
ま
た
は
特
別
事
業
再
編
計
画
の

計
画
認
定
を
複
数
の
事
業
者
で
共
同
で
申

請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
①
支
配
株
主
た

る
認
定
事
業
者
お
よ
び
そ
の
他
の
共
同
認

定
事
業
者
そ
れ
ぞ
れ
の
議
決
権
、
②
当
該

複
数
の
認
定
事
業
者
そ
れ
ぞ
れ
の
完
全
子

会
社
の
議
決
権
、
を
合
算
す
る
こ
と
が
可

第3章
株
式
等
売
渡
請
求
制
度
の
要
件
が
緩
和

ス
ク
イ
ー
ズ・ア
ウ
ト
の

改
正
ポ
イ
ン
ト

能
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
複
数
で
認
定

を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
株
式
売
渡

請
求
を
行
使
で
き
る
の
は
、
対
象
会
社
の

支
配
株
主
に
限
ら
れ
て
い
る
点
に
は
留
意

が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
会
社
法
上
の
株
式
等
売
渡
請

求
制
度
は
、
基
本
的
に
は
特
別
支
配
株
主

以
外
の
株
主
の
株
式
す
べ
て
を
買
い
取
る

必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
改
正
産
強
法
の
も

と
で
は
、
売
渡
請
求
を
行
う
認
定
事
業
者

は
、
共
同
で
事
業
再
編
計
画
ま
た
は
特
別

事
業
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
た
他
の
事

業
者
お
よ
び
そ
の
完
全
子
会
社
を
、
買
取

り
の
相
手
方
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
た
。
ス
ク
イ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト
を
行

う
際
に
一
定
の
株
主
を
残
す
方
法
と
し
て

は
、
売
渡
請
求
に
よ
り
株
式
す
べ
て
を
買

い
取
っ
た
後
、
再
度
株
式
を
売
り
渡
す
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た

が
、
そ
の
過
程
で
株
式
譲
渡
損
益
に
課
税

が
な
さ
れ
得
る
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
っ

た
。
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
よ
り
直
截

に
、
一
定
の
株
主
を
残
し
た
ま
ま
で
の
ス

ク
イ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト
を
実
現
で
き
る
こ
と

と
な
っ
た
。

な
お
、
複
数
の
事
業
者
が
共
同
で
申
請

す
る
場
合
で
、
申
請
事
業
者
の
１
社
お
よ

び
そ
の
完
全
子
会
社
を
合
わ
せ
て
対
象
会

社
の
議
決
権
保
有
割
合
が
３
分
の
２
以
上

で
な
い
場
合
に
は
、
事
業
再
編
ま
た
は
特

別
事
業
再
編
の
た
め
の
措
置
を
共
同
し
て

関
係
が
完
了
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
金
銭
を
対
価
と
す
る
吸

収
分
割
型
分
割
を
行
う
場
合
は
、
分
割
対

象
の
資
産
に
係
る
譲
渡
損
益
に
つ
い
て
、

C1
社
に
法
人
税
が
課
さ
れ
る
ほ
か（
法
人

実
効
税
率
約
30
％
）、
Ｘ
個
人
が
み
な
し

配
当
課
税（
最
高
税
率
約
55
％
）を
受
け
る

の
に
対
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
ス
ピ
ン

オ
フ
と
株
式
譲
渡
を
組
み
合
せ
て
用
い
る

と
、
Ｘ
個
人
が
譲
渡
所
得
課
税
を
受
け
る

に
留
ま
る
た
め
、
税
効
率
の
面
か
ら
大
幅

に
有
利
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
事
業

部
門
を
分
割
し
て
第
三
者
に
譲
渡
す
る
場

合
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
ス
ピ
ン
オ
フ

と
株
式
譲
渡
を
組
み
合
せ
る
と
い
う
ス

キ
ー
ム
が
有
効
な
手
段
と
な
り
う
る
。

⒄
　
当
該
会
社
に
支
配
株
主
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、ス
ピ

ン
オ
フ
税
制
の
導
入
前
で
あ
っ
て
も
適
格
組
織
再
編

に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な

支
配
株
主
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
特
定
事
業
を
切

り
離
す
と
い
う
ス
ピ
ン
オ
フ
の
性
質
上
、
共
同
事
業
要

件
の
う
ち
の
事
業
関
連
性
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で

き
ず
、
定
型
的
に
非
適
格
分
割
型
分
割
と
な
っ
て
い

た
。

⒅
　
剰
余
金
の
配
当
の
う
ち
、計
算
上
資
本
剰
余
金
を
原

資
と
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
部
分
は

み
な
し
配
当
と
な
る
。


